
第４号議案－１ 

 

広島県教育委員会規則等の一部改正について 

 

  広島県立学校等管理規則の一部改正について、次のとおり提案します。 

 

令和６年３月 11 日 

 

広島県教育委員会教育長  平  川  理  恵 

 

１  提案の趣旨 

学校図書館に司書資格を持つ正規職員を配置して学校図書館の更なる体

制整備を図るため、学校司書の上位の職を設置することとし、広島県教育

委員会規則一部を改正する。 

 

２  一部改正する規則 

 　広島県立学校等管理規則 

 

３　規則案 

　　別紙のとおり 

 

４  施行期日 

    令和６年４月１日 

 

５  根拠規定 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第 15 条　教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権

限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 

第 33 条　教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所

管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教

材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、

必要な教育委員会規則を定めるものとする。 （以下略）



広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号  
広 島 県 立 高 等 学 校 等 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る  

  令 和 六 年 月 日  

                        広 島 県 教 育 委 員 会  

教 育 長 平  川  理  恵  

広 島 県 立 高 等 学 校 等 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

広 島 県 立 高 等 学 校 等 管 理 規 則 昭 和 三 十 二 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る  

   附 則  

 こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る  

 

改 正 後  改 正 前  

  

職 員 及 び そ の 職 務  

第 十 条 略  

２ 前 項 の 職 員 の ほ か 必 要 が あ る と き は 学

校 に 学 校 付 主 幹 教 諭 指 導 教 諭 栄 養 教

諭 助 教 諭 講 師 養 護 助 教 諭 実 習 助 手

寄 宿 舎 指 導 員 及 び 学 校 栄 養 職 員 を 置 く  
 

３― ９ 略  
 
 
 

 略  
 

第 十 三 条 の 二 学 校 に 主 幹 学 校 司 書 主 任 学

校 司 書 又 は 学 校 司 書 を 置 く た だ し 特 別 の

事 情 が あ る と き は こ れ ら を 置 か な い こ と が

で き る  

２ 主 幹 学 校 司 書 主 任 学 校 司 書 又 は 学 校 司 書

は 事 務 職 員 の う ち か ら 命 ず る  

３ 主 幹 学 校 司 書 は 上 司 の 命 を 受 け 学 校 図

書 に 関 す る 専 門 的 職 務 を 総 括 及 び 整 理 す る  

４ 主 任 学 校 司 書 は 上 司 の 命 を 受 け 学 校 図

書 に 関 す る 専 門 的 職 務 を 整 理 す る  

５ 学 校 司 書 は 上 司 の 命 を 受 け 学 校 図 書 に

関 す る 専 門 的 職 務 を つ か さ ど る  
 
 事 務 室  

第 十 三 条 の 三 略  

２ 事 務 室 に 第 十 三 条 第 一 項 の 職 員 そ の 他 所

要 の 職 員 を 配 置 す る  

３― ５ 略  

職 員 及 び そ の 職 務  
第 十 条 略  

２ 前 項 の 職 員 の ほ か 必 要 が あ る と き は 学

校 に 学 校 付 主 幹 教 諭 指 導 教 諭 栄 養 教

諭 助 教 諭 講 師 養 護 助 教 諭 実 習 助 手

寄 宿 舎 指 導 員 学 校 栄 養 職 員 及 び 学 校 司 書 を

置 く  

３― ９ 略  

 学 校 司 書 は 上 司 の 命 を 受 け 学 校 図 書 に

関 す る 専 門 的 職 務 を つ か さ ど り 生 徒 の 主 体

的 な 学 び の 育 成 に 関 す る 支 援 を 行 う  

 略  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事 務 室  

第 十 三 条 の 二 略  

２ 事 務 室 に 前 条 第 一 項 の 職 員 そ の 他 所 要 の

職 員 を 配 置 す る  

３― ５ 略  
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